
飯田市こども家庭応援センターについて

飯田市 健康福祉部 子育て支援課

１ 名称・場所

「飯田市こども家庭応援センター」 (以下「センター」という。)

りんご庁舎２階及び３階 （飯田市本町１丁目）

２ 愛称

「ゆいきっず」

「ゆい(結)」 飯田らしさ・人と人の結びつき・支え合い

「きっず」 子ども・子育て・親しみやすさ

→ みんなの支え合いで、子ども・子育て家庭を応援しようという思いを込めている。

３ 所長 蓑 和 巌 （臨床発達心理士）

４ 目的

子育てに関する総合的な支援の中核施設として、子育て家庭が孤立せずに安心して子育てができる

よう、市民と行政が協働して子育て家庭を社会全体で応援する仕組みづくりを進めることを目指す。

５ 役割・機能

（１）機能１ ： 市民協働による“子育て応援地域づくり”の要

多くの親子が寄り集まる場とし、市民が主体的に関わる場を創りながら、子育て家

庭を応援する地域づくりを推進していく。

（２）機能２ ： 発達相談・子育て相談の総合的窓口及び関係機関の包括的役割

専門職を配置し、より幅広い相談に気軽に応じられる窓口として、関係機関との連

携により適切に支援につなげる。

６ 職員について

所長の他、保健師、臨床心理士、作業療法士、保育士、家庭児童相談員、教育相談員、ケースワ

ーカー、事務職 等 （常駐職員１４名の体制でスタート）

７ 市民の皆さんにご利用いただける事業

（１） 「ゆいきっず広場」

○親子が寄り集まれる場として「キッズルーム」に簡易な遊具を置き、スタッフを常時配置する。親子で一緒

に遊びながら、利用者親子が交流できます。スタッフが受けた相談を専門相談につなぐことも可能。

・実施日時 火曜日を除くすべての曜日(土・日を含む)の9：00～16：00

・利用方法 保護者同伴とする。

・対象者 就学前の児童とその保護者

（２） 「ゆいきっず講座」

○保護者向けの学習や親子で楽しめる機会となるイベント等を実施する。

・会場としては、主に「キッズルーム」を使用する。

・実施曜日は、火曜日を基本とする。

■「キッズルーム」の曜日による使い分けについて

火曜日を特定事業日として、子育て講座の他、相談に係る検査等に使用する曜日とする。

平成27年6月19日

社会文教委員会協議会資料 №２



（３） 「すくすくサロン」

○子育てに関する情報が得られる場所とする。「授乳室」も備えている。

・利用可能時間 毎日9:00～17:15

（４） 子育てに関わる相談

○広く子育ての悩みに対応した相談を受ける。

・対象は市内在住の１８歳未満の方とその保護者

・相談は電話又は窓口にてお受けする。より的確に対応させていただくため、窓口にお越しの場合は事前

の連絡に協力を求める。

窓口開設時間 平日8：30～17：15 0265-22-4511（内線5343）

・相談の内容に応じて専門職による相談を予約・利用いただくこともできる。

・センターでは、積極的に出向いて課題の早期発見に努める。

・受けた相談は必要に応じて関係機関との連携により、適切に支援につなげる。

・相談に係るネットワークについて詳細は別紙のとおり。

（５） 参考

・靴を脱いでくつろげる場所として市民サロンの一角に「ファミリースペース」が設置された。

りんご庁舎開館中いつでも使用できる。

８ 開所へ向けた事業について

○センターを、多くの親子に利用いただけるようＰＲを兼ねて、開所前における各種事業を展開してい

く。

プレオープン 「ゆいきっず広場」 6 月３日（水）～６月２６日（金）までの水曜日・金曜日および、６月１３

日（土）、６月２１日（日）に試行的に実施する。時間は10:00～13:00

プレイベント（１）「ミュージッククラウンショー ましゅ＆Ｋei」（実施済み）

＊「りんご並木竹宵まつり」に合わせた連携イベントとして実施した。

日時 ６月６日（土） 15：00～16：00

場所 りんご庁舎 キッズルーム内

プレイベント（２）「赤ちゃんマッサージ」講座 …ハイハイ前の赤ちゃんと保護者向けに実施する。

日時 ６月２３日（火） 10：00～ ＊申込締切6月16日(火)

場所 りんご庁舎 キッズルーム内 20組(先着順) 参加無料

子育て支援プレミアム付商品券の販売

18 歳未満の子どもがいる世帯を対象に、飯田商工会議所が発行するプレミアム付商品券の先行販

売を実施するとともに、1セットにつき1,000円の購入補助を実施する。

先行販売 場所 りんご庁舎 3階会議室

期間 平成27年6月8日（月曜日）～6月19日（金曜日）

時間 午前9時30分～午後3時00分まで

9 開所式について

日時 ７月１日（水） １０：００～

場所 こども家庭応援センター

内容 式典に引き続き記念イベントを実施

・エレクトーン演奏（演奏者：フィガロ）

・保育園児による歌の披露



【 飯田市内に開設されている子どもの相談窓口 】

施設 相談内容 相談に応じる人 所在地・電話 開設時間

つどいの広場 子育て全般 子育てアドバイザー 市内11カ所（橋北、丸山、座光

寺、松尾、千代、龍江、川路、

山本、伊賀良、鼎、上郷地区）

各施設にお問い

合わせください。

保育園・幼稚園 子育て全般 保育士・幼稚園教諭 市内各地区 各園にお問い合

わせください。
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飯田市こども家

庭応援センター

ゆいきっず

子育ての不安・心配、

虐待の心配、来入学と

在学中の就学相談など

ケースワーカーの

他、子どもの専門職

市役所りんご庁舎2階

本町1-15

☎22-4511 内線5343 

月～金曜日

8：30～17：15

保育係 保育園・認定こども

園・一時預かりなど

子育て支援課職員 市役所本庁１階A11窓口

大久保町2534

☎22-4511 内線5731 

月～金曜日

8：30～17：15

家庭係 児童手当・児童扶養手

当・ひとり親・女性相

談・母子父子の家庭福

祉医療など

子育て支援課職員 市役所本庁１階A11窓口

大久保町2534

☎22-4511 内線5737 

月～金曜日

8：30～17：15
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保健指導係・自

治振興センター

子どもの健康、発育発

達、食事など心と体に

関すること

保健師・栄養士・歯

科衛生士（自治振興

センターでは地区担

当保健師）

市役所りんご庁舎2階

本町1-15

☎22-4511 内線5306・5307 

月～金曜日

8：30～17：15

健康推進係 子どもの予防接種に関

すること、妊婦健診に

関すること、不妊治療

の補助金に関すること

保健師・事務職員 市役所本庁１階A9窓口

大久保町2534

☎22-4511 内線5512・5513 

月～金曜日

8：30～17：15

医療給付係 子どもの福祉医療に関

すること・未熟児養育

医療に関すること

職員 市役所本庁１階A9窓口

大久保町2534

☎22-4511 内線5525 

月～金曜日

8：30～17：15

飯田市こども発達セン

ターひまわり（外来相

談部）

子育てや発達に関する

相談支援

心理士・保育士・作

業療法士・言語聴覚

士・理学療法士

松尾新井5933-2

☎23-6097 

月～金曜日

8：30～17：15

飯田市教育委員会 いじめ・不登校のこと

など

教職員 市役所本庁３階

大久保町2534

☎53-8730（電話教育相談直通）

☎22-4511 内線3721・3722(教育

相談室）

月～金曜日

8：30～17：15

南信教育事務所飯田事

務所

不登校・いじめ・勉強

のことなど

教職員 県飯田合同庁舎内

追手町2-678

☎53-0462 

月～金曜日

9：00～17：00

長野県飯田保健福祉事

務所

子どもの病気・健康・

発達・食事、思春期の

心と体に関することな

ど

保健師・栄養士 県飯田合同庁舎内

追手町2-678

☎53-0444 

月～金曜日

8：30～17：15

長野県飯田児童相談所 虐待のほか、家庭だけ

で解決できないような

子どもの問題、心身の

障がいなど

児童福祉司・心理司 大瀬木1107-54

☎25-8300 

月～金曜日

8：30～17：15



保護者・家族
保健課（地区保健師訪問、乳幼児健診、あそびの広場、地区乳幼児学級 等）
保育園、幼稚園、学校（小中高等学校）
つどいの広場 主任児童委員、民生児童委員 等

子育て全般に対応した相談活動

図．子どもの相談ネットワーク

解消されにくい子育て不安・困難感

こども発達センター

ひまわり

・外来相談
・通園部

各種相談窓口紹介

・児童相談所
・家庭係・保育係
・保健課（健康、発育発達、食事等）
・教育委員会（不登校・いじめ等）
・福祉課 障害福祉係 生活福祉係

地域での見守り

・保育園、幼稚園
・学校
・主任児童委員
・民生児童委員
・助産師 等

医療
・小児科
・産婦人科
・精神/神経科
・心療内科
・リハ科

こども家庭応援センター （相談と支援）

窓口相談
・子育て相談
・発達相談
・教育相談
（発達・虐待）

お出かけ相談
・保育園巡回
・就学相談（来入学・小中学生）
・家庭児童相談
・乳幼児健診への専門職派遣

子育て支援
・発達支援学級（２歳児）
・養育支援

適切に社会資源を利用できるように応援します（支援ネットの構築と連携）

受療の希望・発達の心配

自分に合った子育てが見つかるように、親御さんの気持ちに寄り添います


